
工房等の使用時間及び手続き一覧 担当教員：授業の関係は授業担当教員、サークル活動は顧問、自主制作は指導教員 (平成21年4月1日現在)

工房名
工房安全・使用

対策担当者
(平成21年度)

使用条件 手続き 手続き先

金属加工室 鳥居、山本(一)

木材加工室 田邊、佐藤 （木曜日は手続き不要）

撮影スタジオ 佐藤、古田

暗室 佐藤、古田

金属工房(※) 鳥居、山本(一)

塗装乾燥室 田邊、佐藤

総合組立アトリエ 鳥居、磯村、羽田

クレイモデル室 高山、羽田

ドライモデル室 河原林、佐井

プラスチック加工室 高山、河原林

木彫工房 田邊、黒田

立体工房 山本（一）、坂本

製図室 三好、花澤

平面工房 佐井、古田

陶芸工房 鳥居、山本（一）

テキスタイル工房 磯村、高山

食品加工実験室 米屋、阿蘇

開放 デッサン室 佐藤、田邊 ―
19～21時の使用：使用の前（当日でも可）に「使用届出」
を提出

教務室

構造実験室 海野、深田

人体機能実験室 迫、三好

フィッティング工房 迫、三好

生物機能実験室 宮田、古田

ガラス工房 鳥居、山本（一）

空間演出実験室

電子制御機器製作室

ＣＡＭモデル室

ＯＡ室

マルチメディア室 　担当教員が解施錠
ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ室

平日 ―
７～９時の使用：守衛室へ学生証を提示
21～23時の使用：教務室へ「使用届出」を提出

守衛室
教務室

土日 ― 教務室へ「使用届出」を提出 教務室

（凡例） 　事前手続･立会い　必要 ＜自主制作での使用＞ 自由創造工房を使用。

　事前手続き　必要、学生が解施錠 ⇒自由創造工房でできない作業は、①【一般工房】事前に「企画書」の提出が必要。　②【情報系工房】自主制作目的での使用は不可

　手続き等不要 ＜休み期間中のデッサン室及びコース演習室の使用＞

　　⇒ 夏休み等授業が行われない期間は、教務室へ「使用届出」を提出
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平日(9時～18時)の利用：事前に担当教職員(授業
を担当する教員及び実習指導者。学校行事の場合は
担当室職員)に利用を申請
平日18時以降・土日の利用：原則不可。担当教職
員が責任を持って管理を行う場合に限り、認める。

担当教職員―

[平面工房]
○コンピュータを使用しない場合
「工房使用願」→作業開始前までに提出
○コンピュータを使用する場合
実習指導者室で使用日程を確認の上、「工房使用願」→

工房担当者の署名を受け前日までに提出

[食品加工実験室]
①前日までに工房担当者の指導を受ける
②「工房使用願」→工房担当者の署名を受け前日までに
提出

実習指導者室

又は教務室

①◇印（黄色)の機械等
を使用しない場合立会
い不要
②◇印（黄色)の機械等
を使用する場合、担当
教員又は実習指導者の
立会い

担当教員又は実習指導
者の立会い

[金属加工室・木材加工室]
「工房使用願」→立会い者の署名を受け前日までに提出
※木曜日は手続き不要

[金属工房など]
○機械（◇黄色）等を使用しない場合
　「工房使用願」→作業開始前までに提出
○機械（◇黄色）等を使用する場合
　「工房使用願」→立会者の署名を受け前日までに提出
　※金属工房に限り木曜日は手続き不要

①担当教員又は実習
　指導者の立会い
②実習指導者室で
　使用日程を確認

使用したい日の一週間以上前に工房安全・使用対策担
当者へ相談（基本的に照明やカメラについてよく理解
できており、照明器具等を安全に動かすことができる
ことが最低条件）。
ただし、造形物を撮影する時は、使用の前日に「工房
使用願」を提出することで可。

実習指導者室

又は教務室

事務局での使用許可は行っていない。使用等に関する相

談は、直接各工房の工房安全・使用対策担当者へ。


